
医療費の自己負担（支払い金額）を軽減するための手続き

ステップ１

７０歳未満の方の場合

※医療費については、「限度額適用認定証」の申請を下記の窓口で行ってください。

「限度額適用認定証」の申請窓口（お持ちの保険証でご確認ください。）

医療費／月（高額該当３回まで） ４回目以降 食事代

①区分ア（上位） ２５２,６００円＋（総医療費－８４２,０００円）×１％ １４０,１００円

４６０円／１食
②区分イ（上位） １６７,４００円＋（総医療費－５５８,０００円）×１％ ９３,０００円

③区分ウ（一般） ８０,１００円＋（総医療費－２６７,０００円）×１％ ４４,４００円

④区分エ（一般） ５７,６００円 ４４,４００円

⑤区分オ
（市町村民税非課税）

３５,４００円 ２４,６００円 ２１０円／１食

ステップ２

●「限度額適用認定証」の申請方法については、『３階 受付』までお問い合わせください。

上記の手続きをされた上で入院費のお支払いが困難な方には

●当院は、医療費の減額について、ご相談ができる病院（無料低額診療事業実施病院）です。

●詳しくは、３階受付までご相談ください。

〈相談可能な１ヶ月の収入のめやす〉
●一人暮らし ９～１０万円／月

●高齢者夫婦で年金生活 １５万円／月

●３０歳代の夫婦・子供２人の４人家族 ２５万円／月

●３０歳代のひとり親・子供２人の３人家族 ２０万円／月

医療保険種類 窓口 手続きに必要なもの

全国健康保険協会健康保険 全国健康保険協会 ・保険証

船員保険 全国健康保険協会 ・印鑑

健康保険組合 健康保険組合

共済保険 共済組合

国民健康保険 市町村役場

国民健康保険組合 国民健康保険組合

済生会大阪北リハビリテーション病院



入院される方へ
入院費の自己負担（支払い金額）を軽減するための手続き

ステップ１

７０歳以上の方の場合

医療費／月（高額該当３回まで） ４回目以降 食事代

Ⅲ 課税所得
６９０万円以上の方

２５２,６００円＋（医療費－８４２,０００円）×１％ １４０,１００円

４６０円／１食

Ⅱ 課税所得
３８０万円以上の方

１６７,４００円＋（医療費－５５８,０００円）×１％ ９３,０００円

Ⅰ 課税所得
１４０万円以上の方

８０,１００円＋（医療費－２６７,000円）×１％ ４４,４００円

課税所得
１４５万円未満の方

５７,６００円 ４４,４００円

Ⅱ 住民税非課税世帯 ２４,６００円
２１０円／１食

＊９０日超えると
１６０円／１食に

Ⅰ 住民税非課税世帯
（年金収入８０万円

以下など）
１５,０００円 １００円／１食

＊ の方は「限度額適用・標準負担額認定証」の申請を下記の窓口で行ってください。

「限度額適用・標準負担額認定証」の申請窓口（お持ちの保険証でご確認ください。）

持参していただくもの 保険証・印鑑

●「限度額適用・標準負担額認定証」の申請方法については、『３階 受付』までお問い合
わせください。

ステップ２

上記の手続きをされた上で入院費のお支払いが困難な方には

●当院は、医療費の減額について、ご相談ができる病院（無料低額診療事業実施病院）です。

●詳しくは、３階受付までご相談ください。

〈相談可能な１ヶ月の収入のめやす〉
●一人暮らし ９～１０万円／月

●高齢者夫婦で年金生活 １５万円／月

●３０歳代の夫婦・子供２人の４人家族 ２５万円／月

●３０歳代のひとり親・子供２人の３人家族 ２０万円／月

済生会大阪北リハビリテーション病院


